
 

 

【指定介護老人福祉施設】 

特別養護老人ホーム「憩いの丘」 重要事項説明書 

 

当施設は介護保険の指定を受けています 

［ 岡山市指定 第３３７０１０２１５８号］ 

 

当施設は利用者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供します。 

施設の概要や提供されるサービスの内容、了解しておいていただきたいことを次の通り説明しま

す。 

 

当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護 3～5」と認定された方、また「要 

介護 1～2」の認定であって、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困 

難であるとして特例的な施設への入所が必要な方が対象となります。 

 

１．施設経営法人 

法 人 名 

法人所在地 

電 話 番 号 

代表者氏名 

設 立 年 月 

社会福祉法人 恩賜財団 済生会 支部岡山県済生会 

岡山県岡山市北区国体町２番２５号 

（086）252-2211 

支部長 山本 和秀 

昭和２７年５月２６日 

２．ご利用施設 

施設の種類 

 

施設の目的 

 

施設の名称 

施設所在地 

電 話 番 号 

施 設 長 名 

運 営 方 針 

 

 

 

 

 

 

開 設 年 月 

入 所 定 員 

指定介護老人福祉施設 

平成１２年４月１日指定＜岡山県第 3370102158 号＞ 

老人福祉法並びに介護保険法の趣旨に従い、施設入所サービスを希望される方の 

日常生活援助を行うことを目的とする。 

特別養護老人ホーム「憩いの丘」 

岡山県岡山市北区日近 1807 番地 

086-295-1155 

秋 山 敏 夫 

１．利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つサービスの提供。 

２．自立を促すため、個々の能力に応じた援助の実施。 

３．明るい家庭的な雰囲気の中で安心して過ごせるように努める。 

４．地域や家庭との結びつきを重視し、関係者の協力を得ながら地域に根付いた 

  生活ができるように努める。 

５．関係行政機関、介護保険事業者、福祉団体、地域住民、家庭等との連携に努め 

  より良い施設サービスの提供に努める。 

昭和 47 年５月 1 日 

120 名 

 



３．居室の概要 

居室・設備 室数 備考 

1 人 部 屋 16 室  

2 人 部 屋 14 室  

4 人 部 屋 24 室  

静 養 室 1 室  

合 計 55 室  

食 堂  大 ・ 小 各 1 室  

談 話 コ ー ナ ー 4 コーナー  

機 能 回 復 訓 練 室 1 室  

多 目 的 ホ ー ル 1 室  

霊 拝 堂 1 室  

浴 室 2 室  

厨 房 2 室  

介 護 職 員 室 2 室  

医 務 室 1 室  

医 師 控 室 1 室  

事 務 室 2 室  

会 議 室 1 室  

相 談 室 1 室  

ボ ラ ン テ ィ ア ル ー ム 1 室  

洗 濯 室 1 室  

職 員 食 堂 1 室  

職 員 更 衣 室 2 室  

エ レ ベ ー タ ー 2 機  

そ の 他  機 械 室 ・ 倉 庫 等 数機  

 

※居室の変更は利用者の心身の状況により行う場合があります。 

 

 



４．職員の配置状況・職務分担 

＜主な職員の配置状況＞    

職    種 員  数 
 

１．施設長（管理者） １名 

２．介護職員 45 名 

３．看護師 7 名 

４．機能訓練指導員 3 名 

５．介護支援専門員・生活相談員 3 名 
※嘱託医師 

吉備病院内科医師 

岡山済生会総合病院 

皮膚科医師 

（職務内容） 

入所者の健康管理及

び診療、保健衛生に関

すること。 

６．管理栄養士 2 名 

７．事務員 5 名 

８．嘱託医師 3 名 

※職員は短期生活介護事業 定員２０名を含めた配置にしています。 

 

＜主な職員の勤務体制＞ 

職    種 勤  務  体  制 

１．医師 
内科（嘱託）：毎週 月・火・金 

   皮膚科：月 1 回（午前中） 

２.介護職員 

（勤務時間帯における配置人員） 

  ７：３０～１６：３０    ６名 

  ８：００～１７：００    ６名 

  ８：３０～１７：３０    ６名 

    ９：３０～１８：３０    ６名 

 １６：３０～ ９：００    ６名 

３．看護職員      

  ８：００～１７：００    １名 

  ８：３０～１７：３０    １名 

  ９：００～１８：００    １名 

    ９：３０～１８：３０    １名 

４．事務員・相談員・栄養士等     ８：３０～１７：３０    ９名 

※土・日曜日は上記と一部異なります。 

 

<職務分担> 

管 理 者   ・施設の業務を統括し、職員を指揮監督する。 

生活相談員   ・入所者の相談・指導、家族・親族等との連絡調整、入退所に関する



事務、施設サービス計画における生活相談員の役割等に関すること。 

        ・入所者の諸行事、レクリエーション等の計画、実施。 

        ・入所者からの苦情に対し適切に処理する。 

介護支援専門員 ・入所者の施設サービス計画及び関係者との協議（ケース会議）並び

にサービス計画の見直し等に関すること。 

・新規入所者受入れのための状況把握及び関係者との協議。 

          ・入所者及び入所希望者の要介護認定並びに更新に関すること。 

  機能訓練指導員 ・入所者の心身に応じた機能回復訓練及び集団訓練の実施。 

          ・入所者のレクリエーション、クラブ活動等の計画及びその実践。 

          ・リハビリ関係機器（歩行器、車椅子を含む）の管理に関すること。 

          ・施設サービス計画及び見直しへの参画。 

  医師（嘱託）  ・入所者の健康管理及び診療、保健衛生に関すること。 

看護職員    ・医師の診療介助及び看護に関すること。 

        ・入所者及び職員の健康管理に関すること。 

        ・医薬品、医療機器の管理に関すること。 

介護職員    ・入所者個人の尊厳に配慮し、個々の状況に応じた日常生活の援助（食

事、排泄、入浴、着替え、整容等）行い自立を促す。 

        ・居室内外の清掃、整理整頓に関すること。 

・入所者の所持品の保管、管理に関すること。 

・レクリエーション、クラブ活動の計画、実践。 

  管理栄養士   ・給食献立、栄養計算をはじめ給食全般に関すること。 

・給食委託業者の指揮監督に関すること｡ 

  調理員（委託） ・給食調理全般。 

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

 

＜サービスの概要＞ 

① 食事 

・ 管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況及び嗜好を考慮

した食事を提供します。 

・ ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則として

います。 

・ 調理は日清医療食品株式会社へ委託しています。 

（食事時間） 

  朝食・８：００～  昼食・１２：００～  夕食・１８：００～ 

② 入浴 

・ 週２回入浴していただき、体調などにより入浴ができなかった方は清拭を行います。 

・ 身体の状況により、寝たまま入浴出来る特殊浴槽、椅子にかけた状態で入浴する中間

浴槽並びに手すりを使って歩いて入浴する一般浴を用意しております。 

③ 排泄 

・ 排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

・ おむつ使用者には時間を決めた定時交換と随時交換を行います。 

④ 機能訓練 

・ 機能回復訓練士等によりご利用者の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な

機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 



⑤ 健康管理 

・ 医師や看護職員が健康管理を行います。 

⑥ その他自立への支援 

・ 寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・ 生活のリズムを考え、規則正しい日課、朝夕の着替えや整容を行うよう配慮します。    

 

＜サービス利用料金 （１日あたり）＞ 

 ・下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費

額を除いた金額（自己負担額）と居室と食事に係る標準自己負担額等の合計金額をお支払い

ください。 

（サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度・居室に応じて異なります） 

・介護サービスに要した費用のうち「適用期間」に応じた「利用者負担の割合」欄に記載され

た割合分の金額をお支払いいただきます。『介護保険負担割合証』 

要介護度 個室利用者の場合 多床室利用者の場合 

１ 589 単位 589 単位 

２ 659 単位 659 単位 

３ 732 単位 732 単位 

４ 802 単位 802 単位 

５ 871 単位 871 単位 

※ １単位・・・１０円１４銭 

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて負担額を変更します。 

 

＜その他の利用料金 （１日あたり）＞ 

初期加算（入所日から３０日間、30 日超の入院後再入所） ３０単位 

個別機能訓練加算（Ⅰ）         １日につき １２単位 

個別機能訓練加算（Ⅱ）         １月につき ２０単位 

日常生活継続支援加算          １日につき ３６単位 

看護体制加算Ⅰロ・Ⅱロ         １日につき １２単位 

夜勤職員配置加算            １日につき １３単位 

ADL 維持等加算 （Ⅰ）                 １月につき 

(どちらかを算定)  （Ⅱ）              １月につき 

３０単位 

６０単位 

自立支援促進加算            １月につき ２８０単位 

居  住  費 

（１日につき） 

第一段階 
個室  ３８０円 

多床室 ０円 

第二段階 
個室 ４８０円 

多床室 ４３０円 

第三段階 
個室 ８８０円 

多床室 ４３０円 

第四段階 
個室 １２３１円 

多床室 ９１５円 

 

食事に係る標準自己負担額 

 

第一段階 ３００円 

第二段階 ３９０円 

第三段階① ６５０円 

第三段階② １３６０円 

第四段階 １４６０円 



療養食加算（1 日 3 回を限度）       1 食につき 6 単位 

経口維持加算Ⅰ （6 月以内）        1 月につき ４００単位 

経口移行加算  （180 日以内）       1 日につき ２８単位 

看取り介護加算Ⅱ（死亡日以前 31～45 日前）  1 日につき ７２単位 

看取り介護加算Ⅱ（死亡日以前４～30 日前）    1 日につき １４４単位 

看取り介護加算Ⅱ（死亡日前日及び前々日）      1 日につき ７８０単位 

看取り介護加算Ⅱ（死亡日）             1 日につき １５８０単位 

退所時栄養情報連携加算    （１月につき１回を限度） ７０単位 

退所時情報提供加算          （１回を限度） ２５０単位 

退所前訪問相談援助加算        （入所中１回） ４６０単位 

退所後訪問相談援助加算        （退所後１回） ４６０単位 

退所時相談援助加算          （１回を限度） ４００単位 

退所前連携加算            （１回を限度） ５００単位 

協力医療機関連携加算           １月につき 

                   （Ｒ7 年度～） 

 

１００単位 

５０単位 

５単位 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 

              （Ⅱ） 

１０単位 

５単位 

配置医師緊急時対応加算（早朝・夜間の場合） 

             AM6：00～AM8：00、 

PM6：00～PM10：00 

           （深夜の場合） 

             PM10：00～AM6：00 

            勤務時間外 

６５０単位 

 

 

１３００単位 

 

 ３２５単位 

褥瘡マネジメント加算Ⅰ        （1 月に１回） 

                  基準を満たせばⅡ 

３単位 

１３単位 

科学的介護推進体制加算Ⅱ       （１月につき） ５０単位 

排せつ支援加算Ⅰ           （1 月につき） 

                  基準を満たせばⅡ 

                  基準を満たせばⅢ 

１０単位 

１５単位 

２０単位 

再入所時栄養連携加算          （１回を限度） ２００単位 

安全対策体制加算             （入所時） ２０単位 

●介護職員処遇改善加算Ⅰ 利用した総単位数に 14.0％乗じた単位数を加算する。 

 

○入院又は外泊をされた場合にお支払いいただく１日の利用料金は次の通りです。 

  尚、この料金は１ヶ月に６日間（複数月にまたがる場合 12 日間）のみご負担いただきます。  

入院・外泊時施設サービス単価       ２４６単位 

 

※ 居室と食事に係る自己負担額について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記

載している居住費と食費の負担限度額とします。 

※ 食費・医療費等に該当しない物を必要とする場合、自己負担となります。 

   例）粘度調整剤、水溶性食物繊維含有食品 等 

※ 入院･外泊の際、居住費は入院･外泊加算期間中までとなります。 

※ 長期入院等の際、緊急な場合等において空床ベッドの使用につきまして、ご相談させて頂く

ことがあります。 



※ 看取り介護加算は死亡日の属する月(月をまたぐ場合も)に負担して頂くこととなります。その

ため、他施設・在宅・医療機関等にて看取られた場合には、該当月に当施設をご利用になら

れていない場合であっても、看取り介護加算のみ負担して頂くこととなることがあります。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、ご利用者の負担となります。但し、金額は変更する場合もあります。 

 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

① 理・美容・・・月１回、理・美容師の出張による調髪、顔剃をご利用いただけます。 

         料金：調髪・・・１，０００円  顔剃・・・５００円 

② 個人持ち使用の電気器具に要する電気代 １点につき・・・１日３０円 

（在宅酸素を２４時間使用している場合は電気使用料が発生します。） 

③ 日常生活上必要となる諸費用（衣類・履物・眼鏡・補聴器・ラジオ・テレビ・イヤホン等） 

     施設が提供する以外のおやつ類等は全額実費負担です。 

④文書料１）一般・死亡診断書料 1 通 2,200 円（他は岡山済生会総合病院に準じる）（税込） 

２）領収証明書     1 通  550 円（税込） 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

    前記（１）（２）の料金・費用等は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので以下のいず

れかの方法でお支払いください。 

（利用日数に基づいて計算した金額とします） 

ア． 施設窓口での現金支払い 

イ． 下記指定口座への振込 

【中国銀行】振 込 先：中国銀行 足守支店 

      口座番号：普通 1137521 

      口 座 名：岡山県済生会 常務理事 森本尚俊 

【農  協】振 込 先：岡山市農業協同組合 足守支店 

      口座番号：普通 2537851 

      口 座 名：岡山県済生会 常務理事 森本尚俊 

ウ． 金融機関口座からの自動引き落とし 

    ※「施設窓口」でのお支払い・金銭の取扱は、令和 5 年 11 月 1 日より平日の営業時

間内【8 時 30 分～17 時 30 分】での対応とさせて頂きます。 

 

（４）入所中の医療の提供について 

   当施設は生活介護主体の施設です。 

   嘱託医により健康管理を行っていますが、入院治療が必要になられた際には、専門治療の

できる病院へ受診、入院していただくことがあります。 

   その場合は、ご利用者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受ける  

ことができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものでは

ありません。下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものではありません。） 

協力医療機関 

医療機関名  岡山済生会総合病院 

所在地    岡山市北区国体町２番２５号 

医療機関名  岡山済生会外来センター病院 

所在地    岡山市北区伊福町１丁目１７番１８号 



医療機関名    済生会吉備病院 

所在地        岡山市北区高松原古才 584-1 

６．施設を退所していただく場合 

（1）入所契約が終了する期日は特に決めていません。従って以下のような理由がない限り、継

続してサービスを利用することができます。仮にこのような事項に該当するに至った場合

には、当施設との契約は終了し、ご利用者に退所していただくことになります。 
① 要介護認定により心身の状態が自立又は要支援と認定された場合 

② 当施設が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合 

③ 当施設の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ ご利用者又は身元引受人から退所の申し出があった場合 

⑥ 当施設から退所の申し出を行った場合 

・入所時にご利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不

実の告知を行い、その結果入所を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

・故意又は重大な過失により、当施設の職員もしくは他のご利用者等の生命、身体・財物・信用

等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、重大な事情を生じさせた場合 

・連続して３ヶ月を越えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合、もしくは入院した場合 

・ご利用者が他の介護保険施設に入所、入院した場合 

・ご利用者及び身元引受人がサービス利用料を請求後、正当な理由がなく 1 ヶ月以上滞納し、支

払いを督促したにも関わらず、督促後１ヶ月以内に支払いをされない場合 

・当施設が、身元引受人が誠実に対応できないと判断した場合、また新たな身元引受人を要請し

たにも関わらず、新たな身元引受人を立てない場合 

 

（２）当施設を退所する場合には、ご利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑

な退所のために必要な以下の援助を速やかに行います。 

① 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

② 居宅介護支援事業者の紹介 

③ その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７．緊急時の対応 

  事業者の嘱託医師、利用者の家族（身元引受人）に連絡を行い、協力医療機関等の協力を得

て、医師の指示と家族の希望に従い対応します。 

事 業 者 の 嘱 託 医 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 支部岡山県済生会 

済生会吉備病院  高田 眞治、古藤 直紀 

利 用 者 家 族 氏名                    続柄 

 

住所 

 

電話番号 昼間 

 

     夜間  

      

     携帯 

 

協 力 医 療 機 関 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 支部岡山県済生会 

岡山済生会総合病院 岡山市北区国体町２番２５号  ℡086-252-2211   

岡山済生会総合病院附属外来センター 岡山市北区伊福町１丁目１７番１８号  

済生会吉備病院 岡山市北区高松原古才 584-1 ℡086-287-8655 

○ご利用者・ご家族の方から事業所への緊急連絡先について 

事 業 所 へ の 

緊 急 連 絡 先 

氏          名 特別養護老人ホーム憩いの丘 

住          所 岡山市北区日近１８０７ 

電  話  番  号 ０８６ – ２９５ – １１５５ 

 

8. 事故発生の防止及び発生時の対応 

1. 迅速な事故処理をします。 

2. 利用者の家族、市町村等に連絡をとります。 

3. 損害賠償の責めを負う必要があるときは速やかに応じます。 

4. 再発防止策を講じます。 

5. 事故の状況及び事故の際にとった処置について記録をします。 

 

９．身体拘束について 

      身体拘束の廃止に向けて施設全体で取り組んでいきますが、サービス提供にあたり、当該

入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合に身体拘束

を実施させていただく場合には、以下の手続きを経ることといたします。 

       ①「切迫性」「非代替性」「一時性」の用件について、施設長、医師、看護師、生活相談員、 

         介護職員等の参加したカンファレンスで検討し、判断させていただきます。 

       ②本人様やご家族に対し、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間や時間帯、期間等を 

         できる限り詳細に説明させていただき、十分な理解を得るように勤め、同意を得させて 

         いただきます。 

       ③その態様及び時間や心身の状況、緊急やむを得なかった理由等を記録し、常に観察、再

検討を行い、要件に該当されない状態の場合には直ちに解除させていただきます。 

 



10. 虐待の防止のための措置について 

   入所者の人権の擁護及び虐待等の防止のために次の措置を講じます。 

・サービス提供にあたり、当該施設従業者又は擁護者（入所者の家族等高齢者を現に養護

する者）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市

町村に通報いたします。 

 

責任者   施設長  秋山 敏夫 

 

11. 成年後見制度の活用支援について 

   当事業所は、入所者と適正な契約手続等を行うため、必要に応じ成年後見制度の利用方法

や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援していきます。 

 

12．非常災害時の対策について 

   当事業所は、非常災害に対し日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連

携方法を確認し、その他適切な措置を講じます。また、非常災害に備え、定期的に避難救

出その他必要な訓練を行います。 

 

13．残置物引取人 

    入所締結にあたり、身元引受人・残置物引取人を決めていただきます。 

    入所終了後に当施設に残された所持品をご利用者自身が引き取られない場合は「残置物引

取人」に引き取っていただきます。 

 

14．苦情等相談の受付について 

   ＜当施設ご利用相談室＞ 

    責任者     施設長     秋山 敏夫 

    窓口責任者   生活相談員   大地 伸治・高田 美貴子 

    対応方法    苦情の申出⇒苦情受付担当者⇒関係者で話し合い 

            ⇒未解決は苦情解決責任者や支部事務局へ相談 

    ご利用時間   月曜日～金曜日 

            午前９時～午後５時 

ご利用電話  （086）295-1155 

     面接受付時間   毎週月曜日～金曜日   ９時～１７時 （祝際日の場合は除く） 

     ○ 苦情受付ボックス（みなさまの声）を玄関に設置しています。 

     ○ 第三者委員を委嘱しています。 

            佐々木  基彰（弁護士）                TEL 086-226-1215 

            草野 候一  （第三者委員経験者）   TEL 090-4800-4657 

 

 

  〈行政機関その他苦情受付機関〉 

岡山県国民健康保険団体連合会 

所在地：岡山市北区桑田町 17 番 5 号 岡山県国保会館 

ＴＥＬ：086-223-8811 

ＦＡＸ：086-223-9109 



岡山市事業者指導課 

施設係 

所在地：岡山市北区大供 3－1－18 

ＴＥＬ：086-212-1014 

ＦＡＸ：086-221-3010 

岡山県運営適正化委員会 

所在地：岡山市北区南方２丁目 13－1 

ＴＥＬ：086-226-9400 

ＦＡＸ：086-226-9400 

  

１５．留意事項 

    利用に際し、次の各号に掲げる事項を守らなければならないこととする。 

   一 火気の取り扱いに注意し,喫煙は所定の場所以外ではしないこと。 

   二 建物、設備、その他の備品を破損又は持ち出さないこと。 

   三 喧嘩、口論又は暴行、泥酔等により他人に迷惑を掛けないこと。 

   四 破廉恥な行為及び公の秩序を乱す行為をしないこと。 

   五 その他、職員の指示に反する行為をしないこと。 

  ２ 故意又は過失によって施設の設備、備品等を破損するなど施設に損害を与え又は無

断で物品の形状を変更したときは、その損害を弁償し又は現状に回復する責めを負わ

なければならない。その場合の損害賠償の額は、それぞれの事情を考慮して管理者が

決定するものとする。 

 

指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

説明日  令和     年     月     日 

 

指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム「憩いの丘」 

                説明者 生活相談員                印   

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護福祉施設サービスの提供

開始に同意しました。 

同意日  令和     年     月     日 

 

   利用者    住所 

 

          氏名                             印 

 

   

   身元引受人  住所 

 

          氏名                             印 

   

          続柄  

 

 ※この重要事項説明書は、厚生省令第 39 号（平成１１年３月３１日）第４条の規定に基づき

入所者並びに入所申込またはその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 


